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【DNVからのご案内】 
このたびは、JAB（（財）日本適合性認定協会）認定シンボルを含む認証マークをご請求戴きましてあ
りがとうございます。大変恐縮ながら、JAB の認定シンボル使用規定の改訂に伴いまして、DNV か
ら貴社への本認証マークのご提供に当たって、貴社において JAB認定シンボル保護及び漏洩防止のた
めの適切な管理を行なうことについてのご同意を戴く必要がございます。 
お手数ですが下記に、ご申請内容とともに、使用条件にご同意戴けることを必ずご記入の上、DNVま
でご送付戴きますようお願い申し上げます。 
【申請者ご記入欄】 
組織名  
認証書番号  
申込者氏名  TEL  
申請日  
規格の種類 □ ISO9001  □ ISO14001 □ ISO9001+ISO14001  
組合せ □ JAB         
 □ JAB+RvA         
 □ JAB+UKAS         

同意事項 当組織は下記の内容に同意の上、上記の認証マークを申請いたします。 

 
【JAB認定シンボルの使用条件】 
当認定シンボルの効力はこれまでのものと全く同等ですが、その使用規定が JAB により一部改訂
されています。本変更に関する移行期限は 

旧認証マークから現認証マークへの移行期限 ： 2011 年 5 月 21 日迄 
で、2011 年 5 月 22 日以降、旧認証マークは無効となります。必ずこの期日までにお切替を完了
頂きます様お願い申し上げます。 
尚、今後の JAB あるいは他の認定機関の基準改訂等に伴い、本内容が変更される場合もございま
すことを、併せてご了承くださいますようお願い申しあげます。 
（JAB 認定シンボルを含まない認証マークにつきましては、現時点では特に下記の要求事項は適
用されませんが、JAB及び他の認定シンボルを複合して含む認証マークにつきましては要求事項
となりますのでご注意ください。） 
１．JAB認定シンボルを含む認証マークの貴社へのご提供形式は、JAB規定に従いまして、印刷
物へ使用される場合は EPS（ｲﾗｽﾄﾚｰﾀ）形式、ウェブサイトへ掲載される場合は JPEG（ｼﾞｪ
ｰﾍﾟｸﾞ）形式に限定させて戴きます。貴社にてこの使用組合せ条件を変えて使用することはで
きません。またこの際、貴社にて異なるデータ形式への加工・適用あるいはデータ保存形式
の変更等、解像度を低めるような加工等もできません。 
２．貴社から外部業者への認証マーク印刷委託あるいはウェブサイト作成委託等は、貴社が認め
た業者のみとしてください。この際、必ず JAB認定シンボルの保護及び漏洩防止の適切な管
理に対する同意の確認（上記の第 1 項の使用方法限定を含む）及び業者一覧表の作成を行っ
てください。その他の目的あるいは方法で、他者に認証マークを提供することはできません。 
３．上記以外の基本使用条件は、DNVによる規定文書（認証書付属書）によります。   

以上 


